
駅
前

広
場

等
に
お
け
る
立
体
道

路
制
度
の
道
路
の
適
用
要
件
の
緩
和

①

●
提
案
団
体
に
対

し
、
９
月

2
8
日
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施

[提
案
団
体
説
明
の
３
事
例
の
ポ
イ
ン
ト

]

①
駅

前
広

場
整

備
に
必
要
な
地
権
者
共
同
化
ビ
ル
を
検
討
し
て
い
る
事
例

・
広
場
計
画
地
南
側
の
地
権
者
は
住

環
境

保
全

意
向

が
強

く
共

同
化

建
物

の
建

築
区

域
が

制
限

さ
れ

る
た
め
、

共
同

化
事
業

の
採
算
性

の
観
点
か
ら
、
広
場
上
部

に
建
物

を
重

複
さ
せ

る
こ
と
を
想
定

・
広
場
と
し
て
の
機
能
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

商
業

テ
ナ
ン
ト
の

集
積
な

ど
駅
周

辺
の
に
ぎ
わ

い
創

出
に
も
寄

与

②
地

下
鉄

の
延

伸
計
画
と
併
せ
て
新
駅
の
整
備
を
検
討
し
て
い
る
事
例

・
新
駅
の

周
辺
に
お
い
て
、
駅
前
広
場

や
商

業
・

サ
ー

ビ
ス
の

拠
点

づ
く
り
等

を
行

い
、

便
利

で
に
ぎ
わ

い
の
あ
る
駅

前
地

区
の

実
現
を
目
指
す

・
そ
の

た
め

の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
、

立
体

道
路

制
度

の
活

用
が
考

え
ら
れ

る

③
２
本

の
都

市
計
画
道
路
が
中
学
校
の
敷
地
の
上
に
計
画
決
定
さ
れ
て
い
る
事

例
・

教
育
環
境

の
保
全
と
都
市
計
画
道

路
の
整

備
を
両
立

さ
せ
る
た
め
、

中
学
校
に
つ
い
て
は

「
全

面
移
転

」
、

「
敷

地
の
再
形

成
」
、
「
現
地
内
再
建
」
な
ど
の
方

法
を
検
討

中
・

立
体
道
路
制
度
の
活
用
が

可
能
で
あ
れ
ば

、
検

討
の

幅
を
広

げ
る
こ
と
が

で
き
る

●
提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
か
ら
の
主

な
御

指
摘

に
つ
い
て

（
本

年
８
月

1
0
日
の
重

点
事
項
に
係
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

・
地
区

計
画
制
度
に
基
づ
く
立
体

道
路
制
度
及
び
都
市
再
生
特
別
地
区
（
都

市
再

生
緊

急
整

備
地

域
内

）
制

度
に
基
づ
く
立
体
道
路
制
度
以
外

に
も
道
路
と
建
築
物
と
の
重
複
立
体
利

用
を
可
能

と
す
る
方

法
が
な
い
か

、
立

体
道

路
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

・
都

市
再

生
特
別
地
区
制
度
に
基
づ
く
立
体
道
路
制
度
の
活
用
可
能
性

に
つ
い
て
、
提

案
団

体
と
意

見
交

換
を
行

う
場

を
設

け
議
論
を
深
め
る
こ
と
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駅
前

広
場

等
に
お
け
る
立
体
道

路
制
度
の
道
路
の
適
用
要
件
の
緩
和

②

●
御
指
摘
を
踏
ま
え
た
対
応
に
つ
い
て

・
一

般
道
路

の
上
空
に
お
け
る
建

築
物

の
建

築
を
認

め
る
た
め

に
は

、
道

路
空

間
が

有
す
る
市

街
地

環
境
を
確
保
す
る
上
で
の
多
様
か
つ
重

要
な
機

能
を
一

定
程

度
制

限
し
て
ま
で
も
土

地
の

有
効

・高
度

利
用

を
行

う
公
益
性
・
必
要
性
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
が

必
要

・
提
案

団
体
に
対
し
て
は
、
本
年
９
月

2
8
日

に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実

施
し
、
提

案
の

趣
旨

及
び
そ
の

地
域

の
状

況
に
つ
い
て
承
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

、
制

度
拡
充

の
要

否
を
判

断
す
る
に
当
た
っ
て
は
上

記
公

益
性

・
必
要
性

を
有
す
る
事
業
の
ニ
ー
ズ
が

、
全

国
の

ど
こ
に
ど
の

程
度

あ
る
の

か
を
把

握
す
る
必

要
が

あ
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
内
閣
府

地
方

分
権

推
進

室
及

び
国

土
交

通
省

に
お
い
て
、
広

く
ニ
ー

ズ
等
を
調

査
す
る
予

定
。

●
提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
か
ら
の
主

な
御

指
摘

に
つ
い
て

（
提
示
さ
れ
た
主

な
再
検
討
の
視
点

）

・
必
要
に
応

じ
て
一
般
道
路
に
お
い
て
立

体
道

路
制

度
を
活

用
す
る
こ
と
を
可

能
と
す
る
た
め
、
都

市
再
生

緊
急
整
備
地
域
に
限
ら
ず
、
適

用
対
象

を
見
直

す
べ

き
で
は

な
い
か

・
提
案
団
体
の
よ
う
に
都
心
部
で
あ
っ
て
も
既

存
制

度
の

活
用

が
難
し
い
地

域
も
あ
る
の
で
地

方
都

市
に
限

ら
ず

都
心
部
も
含
め
て
検
討

を
進

め
る
べ

き
で
は
な
い
か

・
提
案
団
体
を
含
む
い
く
つ
か
の

地
方

公
共
団

体
か

ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実

施
す
る
な
ど
、
地

域
の
ニ
ー
ズ

や
実

情
を
踏
ま
え
た
検
討
を
す
べ

き
で
は

な
い
か


	駅前広場等における立体道路制度の道路の適用要件の緩和①
	駅前広場等における立体道路制度の道路の適用要件の緩和②



